
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WEBマニュアル ダイジェスト版 
【2016年（平成 28年）6月発行 第 6版】 

http://www.toroku-jutaku.net/ 

「 」 WEBご利用の流れ 

 
２、蓄積依頼書 

― P3 ― 

「蓄積依頼書」とは、お客様が「登録住宅いえかるて」に住宅履歴情

報の蓄積を依頼する書面で、WEBへの申込書ではありません。 
 
③ 「蓄積依頼書」にお客様のサインと印鑑を頂く。 

④ ③をデータ化して保存。 

⑤ 原本③を支援センターへ郵送。 
 
※データ化した書類は、「５、図書・書類等の蓄積」時に蓄積の事。 

３、住宅の登録申込み 
― P4～5 ― 

⑥ 「住宅の登録申込み」 = 「登録住宅いえかるて」への申込み。 

４、登録料のご入金 
― P5 ― 

⑦ 登録料請求書を受取り、ご入金 

⑧ 「住宅 ID」をメールで受取り。 

５、図書・書類等の蓄積 
― P6～8 ― 

⑨ 「住宅 ID」受領後、いつでも何処からでも「図書・書類等」や 

「写真」、「建材・設備・家具等」の蓄積が可能。 

６、住宅履歴 

引渡審査申請 
― P9～14 ― 

⑩ 全てのデータ蓄積後、「住宅履歴引渡審査」に申請。 

建築士による最終確認を行います。 
 
※履歴引渡審査終了後、「共通 ID」の配布、「登録住宅いえかるて」

証明証の発行、他資料の送付、定期点検のご案内等を実施。 

１、パスワードの変更 
― P2 ― 

① 「利用者（ログイン）ID」、「パスワード」をメールで受取り。 

② 必ず、パスワードを変更し、大切に管理の事。 

一般社団法人 住宅長期支援センター 
〒540-0012 大阪市中央区谷町 1-7-4 MF天満橋ビル 5F 

TEL：06-6941-8336 FAX：06-6941-8337 E-mail：info@holsc.or.jp 
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７、住いのお手入れ・点検・ 
ﾘﾌｫｰﾑ工事記録 

（維持保全記録） 
― P15 ― 

⑪ 住宅履歴引渡後、「定期点検」や「修理修繕」、「リフォーム」等の

内容や結果の蓄積は、「住いのお手入れ・点検・ﾘﾌｫｰﾑ工事記録」

からカテゴリー項目を作成し、図書、書類、写真等を蓄積の事。 

8、顧客データの活用方法 
― P16 ― 

⑫ 登録しているお客様情報を Microsoft Excelに書き出し、 

顧客情報管理や資料作成に活用出来ます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、パスワードの変更 （自社情報の変更） 

「利用者 ID」と「パスワード」を受領後、必ずパスワードを変更し、大切に保管してください。 

➋「利用者ＩＤ」と「パスワード」を入力後、「ログイン」をクリック。 

【注意！】半角英数字で入力の事。 ※全角英数字、スペースはログイン不可。  

➌「利用規約」を確認後、「同意

する」をクリック。  

2 回目以降のログインから、当画

面は不表示。  

※自社情報を追加、修正する場

合は、「編集」をクリック。 
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●パスワードのみ忘れた場合 

①「※パスワードを忘れた方はこち

ら」をクリックして手続き。 

②ご担当者様メールアドレスに「登録

住宅いえかるてパスワード再通知」メ

ールを受信。 

 

●利用者 ID とパスワード、又は、担

当者メールアドレス、パスワードを忘

れた場合 

①「※パスワードを忘れた方はこち

ら」をクリック。 

②「パスワード再通知申込用紙をダ

ウンロード」をクリック。 

 

 
 

③用紙に必要事項を記入後、支援セ

ンターに FAX（06-6941-8337）。 

④土日祝除く 1～3日で、センターより

ご担当者様へメールにて通知。 

➊「ログイン」をクリック。 

➍「ログイン」後のトップ画面で、

左上に貴社名が表示。 

パスワードや貴社情報の変更は、

貴社名の下の「登録情報」をクリッ

ク。 

➎「パスワード変更」をク

リック。 

➏当センター発行の「パスワー

ド」を「現パスワード」に入力、貴社

が設定した「新パスワード」、確認

の為にもう一度「新パスワード」を

入力し、「登録」をクリック。 

 

【注意！】 

パスワードは 4文字以上、12文字

以下の半角英数字で設定の事。 

➐ 「パスワードを変更しまし

た。」の表示を確認。  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、蓄積依頼書 

「蓄積依頼書」原本データは、貴社の「利用者 ID」と「パスワード」をメールでお知らせする際に添付のもの

を利用か、WEBからでもダウンロード出来ます（下記参照）。 
 
「蓄積依頼書」をプリントアウトし、以下のお手続きをお願い致します。 
  
１、「蓄積依頼書」にお客様のサインと印鑑が必須。 

２、お客様のサインと印鑑受領後、PDF等データ化の事。  

３、「蓄積依頼書」の原本は、支援センターまで郵送。 

 

※「蓄積依頼書」は、申込用紙ではありません。 

登録お申込みは、P4～P5「３、住宅の登録申込み」を行ってください。 

 

 

WEBからの 

ダウンロード方法 

＜その１＞ 

 

ログイン前の場合 

 

WEBからの 

ダウンロード方法 

＜その 2＞ 

 

ログイン後の場合 
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➊「登録するには」をクリック。 

➋「蓄積依頼書ダウンロー

ド」をクリック。 

➌説明文中の青字「蓄積依頼

書」をクリック。 

➋必要事項を記入後、「次へ」を

クリック。 

➊ログイン後、「住宅の登録申

込み」をクリック。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３、住宅の登録申込み 

「住宅の登録の申込み」 = 「登録住宅いえかるて」の申込みです。 
 
★「住宅 ID発行申請」は、「申請する」ボタンをクリックするまで一気に進めてください。 

※入力途中でログアウトした時は、入力した内容が消去します。 
 
★「住宅 ID」とは、「登録住宅いえかるて」WEB内で各住宅に割り振られる番号です。 
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➊ログイン後、「住宅の登録申

込み」をクリック。 

➍入力した情報を確認後、問題

がなければ、右上の赤いボタン

の「申請する」を押して下さい。 

■「地番」についてのご注意 

「地番」は、登記簿に記載されて

いる所在地を「都道府県」から入

力の事！  

※入力時で「地番」が不明の場合

は、住所を入力。（住宅 ID 発行

後、変更が可能） 

※「番地」と思われる数字を入力

されている例がありますが、「地

番」は、「番地」ではありません。

ご注意ください。 

★「所有者」欄入力について 

建売等で住宅所有者が決まって

いない 若しくは 住宅所有者の

住居表示、メールアドレス等の

情報が決まっていない場合は、

入力内容を確認後、「申請ボタ

ン」をクリック。 

但し、P9 の「住宅引渡審査申

請」までには、必ず「所有者」情

報を入力の事。 

➋「住宅名称」「住所」「登録タ
イプ」「支援期間」「費用コー

ス」「瑕疵担保保証」の情報を

入力してください。 
 

料金タイプ「松・竹・
梅」について選択し
て下さい。 

料金の詳細は「説

明」をクリック 

➌入力後は「次へ」をクリック 

ご注意！ 

建物区分は「戸建住宅」で登録

されています。テラスハウスやマ

ンションの場合は申請する前

に、「編集」ボタンを押し、変更
してください。 

「地盤○△○会社」というように、

どの会社が地震・地盤・シロア

リ・劣化等のいずれかを担当し

たか分かるように入力して下さ

い。 

耐震・地盤・シロアリ・劣化等の

調査、改良工事について実施さ

れた場合は「依頼内容」をクリッ

クし、入力してください。 

★「センター支援期間」欄入力に

ついて 

松コース … 最長７５年 

竹コース … 最長３０年 

梅コース … 最長１５年 

を参考にご入力ください。 

➎訂正追加入力する場合は

「編集」を押して下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）「住宅 ID発行申請」後、当センターで確認次第、請求書を発送。 

 

注２）「申請する」をクリック後、「住宅 ID」を発行するまでの間、WEBでの入力内容の確認や編集が不可。 

    申請した住宅を貴社にて管理し、二重申請や申請漏れ等、注意の事。 

 

注３）「住宅ＩＤ」の通知後に、入力内容の確認や編集等が可能。 

４、登録料のご入金 

「住宅 ID発行申請」後、請求書を発送。 

入金確認後、当センターで「住宅 ID」を発行後、ご担当者様へメールで通知。 
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➍「新規入力」画面が表示。 （必須）項目は必ず入力の事。 

５、図書・書類等のアップロード 【図書・書類等】 

入金確認後、当センターで「住宅 ID」を発行、担当者様へメールで連絡します。 

「住宅 ID」発行後、「基本情報」や「図書・書類等」、「写真」、「建材・設備・家具等」等の蓄積や編集が可能

となります。（タイプ毎の必須書類は、「保管データー一覧表」で確認の事。） 

登録日（必須） 
こちらをクリックするとカレンダーが表示。簡

単に日の選択が可能。 

表示ファイル名 

WEB に蓄積するファイル名を

指定。 

ユーザー表示 

☑→チェック有り 

住宅所有者も閲覧可 

□→チェック無し 

   住宅所有者は閲覧不可 
 
※チェック無しのまま「住宅履歴引渡

審査」が終了するとデータが自動的

に消去します。ご注意ください。 

コメント 

蓄積する図書や書類に関す

るコメントを入力。 

キーワード 

検索の際、「キーワード」によ

る検索や、順番の入れ替え

等が可能。 

項目名（必須） 
「項目名についての説明」をク

リックすると「カテゴリー一覧

表」が表示、図書や書類がど

の項目、小区分に分類される

のかが確認が可能。 

図書ファイル（必須） 
「参照」をクリック後、蓄積する

データを選択。 

（必須）項目全ての入力を確認後、
「アップロード」をクリック。 
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➊ログイン後、「登録住宅選択」をク

リック。「住宅 ID」が発行されている住

宅のリストが表示。これから蓄積、編

集を行う住宅を選択。 

 

➋図面等の図書、契約書等の書類

を蓄積は、「図書・書類等」をクリック。

（左のメニューボタン、中央の白いボ

タンのどちらでも可。） 
➌「新規入力」をクリック。 

 

➎入力内容を確認後、「次へ」を

クリック。 

➏蓄積したデータを確認後、「登

録」をクリック。 

➐「登録が完了しました。」の表示と

蓄積した内容の表示を確認。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５、図書・書類等のアップロード 【写真】 

➌「新規入力」画面が表示。 （必須）項目は必ず入力の事。 

➊写真の蓄積は、「写真」をクリッ

ク。（左のメニューボタン、中央の白い

ボタンのどちらでも可。） 

➋「新規入力」をクリック。 

ファイル（必須） 
「参照」をクリック後、蓄積する写真データ

を選択。 

 

撮影日（必須） 
こちらをクリックするとカレン

ダーが表示。簡単に日の選

択が可能。 

 

 

写真分類（必須） 
右の下矢印をクリック、該当す

る写真分類を選択。 

 

 
キーワード 

検索の際、「キーワード」によ

る検索や、順番の入れ替え

等が可能。 

 

コメント 

蓄積する写真に関するコメン

トを入力。 

工務店向けコメント 

蓄積する写真の自社や協力事

業者へのコメントを記入。 

 
※「ユーザー表示」に☑が入っていても

住宅所有者は閲覧不可。。 

※履歴引渡後、自動的に消去。 

ユーザー表示 

☑→チェック有り 

住宅所有者も閲覧可 

□→チェック無し 

   住宅所有者は閲覧不可 
 
※チェック無しのまま「住宅履歴引渡

審査」が終了するとデータが自動的

に消去します。ご注意ください。 

（必須）項目全ての入力を確認後、
「アップロード」をクリック。 

➎蓄積した写真データと入力内

容を確認後、「登録」をクリック。 
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➍入力内容を確認後、「次へ」を

クリック。 

➏「登録が完了しました。」の表示と

蓄積した写真の表示を確認。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５、図書・書類等のアップロード 【建材・設備・家具等】 

建材や設備機器などのメーカー名、仕様、品番等をあらかじめ「建材・設備・家具等」へ蓄積すると、 

リコールの際、対象製品の品番等の検索により、住宅所有者への対応等が可能です。 
 
「建材・設備・家具等」は、「引渡審査」対象ではありませんが、平成 21 年 4 月に改定された「消費生活用
製品安全法」の以下 9品目に該当する設備機器は、必ず「特定保守製品」として蓄積してください。 
 
□都市ガス用瞬間湯沸かし器（屋内式） 
□プロパン(LP)ガス用瞬間湯沸かし器（屋内式） 
□石油給湯器 
□都市ガス用風呂釜（屋内式） 
□プロパン（LP）ガス用風呂釜（屋内式） 
□石油風呂釜 
□ビルトイン電気式食洗機 

□浴室用電気式乾燥機 
□密閉燃焼（FF）式石油温風暖房機 
 

➊「建材・設備・家具等」

の蓄積は、「建材・設備・家

具等」をクリック。（左のメ

ニューボタン、中央の白い

ボタンのどちらでも可。） 

「取り外し日付」は、蓄積された建材・

設備・家具等を取り外す際に記録する

項目で、新たに設置する場合は未記

入の事。 

➎「登録が完了しました。」の表示を

確認、「検索条件」内「データ種別」の

「重要住宅設備」に☑を入れ、「検索」

をクリック。 

➌該当するデータが表示。 
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➋「新規入力」をクリック。 ➌入力後、「次へ」をクリック。 ➍入力内容を確認後、「登録」をクリ

ック。 

➏入力内容が表示、確認。 

建材・設備・家具等 横断検索方法 

➊トップ画面の左メ

ニュー「建材・設備・

家具等 横断検索」を

クリック。 

➋「検索条件」内「データ種別」の「重

要住宅設備」に☑を入れ、品番を入力

後、「検索」をクリック。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６、住宅履歴引渡審査申請 

全ての「図書・書類等」「写真」「建材・設備・家具等」を蓄積後、「住宅履歴引渡審査申請」を行います。 

「住宅履歴引渡審査」とは、建築士による審査です。 
 
「住宅履歴引渡審査申請」をクリックする前に、「住宅基本情報」の入力を確認の事。 

特に「登録住宅基本情報」内、「住居表示 (カナ)」、「完工日」、「引渡日」は必須。 

➎「図書ファイル」をクリック、入力内

容とデータとが合っているかを確認

後、「確認」をクリック。 

 

➐全「未確認」データを「確認」後、

「該当する検索結果がありません。」

の表示を確認。「申請する」をクリッ

ク。 

➑「住宅履歴引渡審査申請が完了し

ました。」の表示を確認。 

➒担当者様への「住宅履歴引渡審

査申請」確認メールの受信を確認。 

➓建築士による審査を実施。 

審査申請中は、編集等が不可。 

 

審査の後、下記いずれかの自動メールを

受信、内容を確認。 

 

１、審査完了（不備なし） →P10へ 

２、審査完了（不備あり） →P11へ 
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➊「登録住宅選択」をクリック、「住宅

履歴引渡審査申請」を行う住宅を選

択。 

 

➋「住宅履歴引渡審査申

請」をクリック。 

 

➌蓄積した全ての書類を確認状態

「未確認」から「確認」に変更。「確認」を

クリック。 

 

➏「確認が完了しました。」の表示を

確認。残り「未確認」を全て「確認」。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松コース：サポート期間最長 75年 竹コース：サポート期間最長 30年 

①個体識別番号：共通ＩＤ 

②登録住宅いえかるて証明証 

③住まいの管理手帳戸建て編 

④我が家の点検等工事記録 

⑤自主点検チェックシート 

⑥設備機器 点検一覧表 

⑦住宅維持保全＆資金計画表 

⑧住まいのメンテナンスプラン 

⑨WEB ご利用マニュアル 

⑩資料受取り返信用ハガキ 

⑪別途補助金用証明書の発行を含む 

⑫住宅所有者様 WEB利用者 ID、パスワード 
 ※メールで送信済の方は、含まれていません。 

 

①個体識別番号：共通ＩＤ 

②登録住宅いえかるて証明証 

③住まいの管理手帳戸建て編 

④我が家の点検等工事記録 

⑤自主点検チェックシート 

⑥設備機器 点検一覧表 

⑦住宅維持保全＆資金計画表 

⑧住まいのメンテナンスプラン 

⑨WEB ご利用マニュアル 

⑩資料受取り返信用ハガキ 

⑪別途補助金用証明書の発行を含む 

⑫住宅所有者様 WEB利用者 ID、パスワード 
 ※メールで送信済の方は、含まれていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６、住宅履歴引渡審査申請 【不備なし】 

担当者様のメールアドレスに、建築士による審査結果を受信。 

 

これで新規の住宅履歴情報生成は終了。 

当センターで「共通 ID」を付与後、「登録住宅いえかるて証明書」や維持管理サポート資料等のファイル

を貴社へ送付。貴社から住宅所有者へ、ファイルをお渡しください。 

 

■住宅所有者様 ファイルの内容 

今後の「定期点検」、「修繕」、「リフォーム」等の記録は、「住まいのお手入れ・点検・ﾘﾌｫｰﾑ工事記録」から 

蓄積の事。(→ P15） 住宅所有者様も、DIYの記録等を蓄積出来ます。 

➊メールの「住宅名」、「審査結果」、

「不備指摘はございません。」の表示

を確認。 
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⑨WEBご利用マニュアル 

③住まいの管理手帳 戸建て編 

※A タイプのみ 

⑧住まいのメンテナンスプラン 

※A タイプのみ ②登録住宅いえかるて証明書 

※①個体識別番号：共通 ID記載 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６、住宅履歴引渡審査申請 【不備あり】 

担当者様のメールアドレスに、建築士による審査結果を受信。 

 
➊メールの「住宅名」「審査結果」を確認。WEB 上で「不備内容」を確認後、正データを

入力。 ※メール内では「不備内容」文が途中で切れる場合がある為、必ず、WEB 上で

確認の事。  

➋ログイン後トップ画面に「住宅履歴の

引渡審査が終了しました（不備有り）」の

表示を確認。 

「登録住宅選択」クリック後、不備指摘を

受けた住宅を選択。 

➍不備指摘内容を確認。 
 

A 「登録住宅基本情報」の不備内容
は、検索画面のすぐ下の表示を確

認。 

【訂正方法】→P12 
 

B 「図書・書類等」の不備指摘内容は
各「詳細」クリック後、不備内容を確

認。 

【訂正方法】→P13 
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A 

B 

※不備指摘の「図書・書類等」は、「審査
NG」の表示と共に、「確認状態」が「未確
認」と表示。 

➌「住宅履歴引渡審査申請」

をクリック。 

A 

B B 
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６、住宅履歴引渡審査申請 【不備あり-基本情報の訂正】 

「登録住宅基本情報」に関する不備内容を訂正。 A 

➋不備指摘内容に関係するバーをクリ

ック。 

➍不備指摘内容を訂正後、「次へ」をク

リック。  

 

➎入力内容を確認、「登録」クリック。  

 

 

➏「編集内容を保存しました。」の表示

と訂正内容を確認。 

※不備指摘が「基本情報」訂正のみの場合、再申請の為、P14の➍「申請する」をクリックの事。 

➊「登録住宅基本情報」をクリック。 

➌「編集」をクリック。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ― 13 ― 

６、住宅履歴引渡審査申請 【不備あり-図書・書類データの訂正】 

「図書・書類等」に関する不備内容を訂正。 B 

➋不備指摘内容を確認。 

➋-1、蓄積したデータそのものに不備指摘を受けた場合は、データを「削除」後、修正

データを「新規入力」。 

➋-2、入力内容に不備指摘を受けた場合は、「編集」から訂正。 

※当ダイジェスト版では、➋-１の方法をご案内します。 

➒「登録が完了しました。」の表示と、修

正データの表示を確認。 

 

【確認ポイント】 

新規で蓄積した修正データには、 

「審査 NG」の表示がありません。 

残りの「審査 NG」と表示されてい
る不備書類データも不備内容を

確認後、「修正」か「削除」＆「新

規登録」を実施。 

不
備
書
類 

➊「詳細」をクリック。 

不
備
書
類 

➌「削除」をクリック。 

➍「以下の図書情報を削除します。

よろしいですか？」の表示を確認後、

「削除する」をクリック。 

➎「削除が完了しました」の表示を確

認。新規に修正データを蓄積。  

「新規入力」をクリックします。  

不
備
書
類 

➏修正データを入力後、「アップロー

ド」をクリック。 

➐入力内容を確認後、「次へ」をクリ

ック。 

➑図書ファイルを確認後、「登録」を

クリック。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

６、住宅履歴引渡審査申請 【再申請】 

不備指摘内容を全て修正した後、再申請を実施。（申請方法は、P9と同じです。） 
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➊新規に入力した修正データの「未確

認」状態を全て「確認」に変更。 

 （P10の➌～➏参照） 

➋全て確認が終了後、「該当する検索

結果がありません。」の表示を確認。 

➌最終的に「不備指摘書類」を確認する

には、「検索条件」の「未確認」の☑を外

し、「絞り込み」の「再度確認図書」に☑を

入れて「検索」をクリック。  

➎「住宅履歴引渡審査申請が完了しまし

た。」の表示を確認。 

➏担当者様のメールアドレスへ「住宅履

歴引渡審査申請」確認メールを受信。 

➐建築士による再審査を実行。 

再審査の後、下記いずれかの自動メール

を受信、内容を確認。 

 

１、審査完了（不備なし） →P10 

２、審査完了（不備あり） →P11 

「不備指摘」書類と、「新規入力」した

書類が絞り込まれて表示。  

「新規入力」した書類も含め、最終確

認が可能。  

審査申請後、不備指摘書類データは、

自動的に削除。 

➍「申請する」をクリック。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

７、 住いのお手入れ・点検・ﾘﾌｫｰﾑ工事記録     （旧 維持保全記録） 

住宅履歴引渡後、「定期点検」や「修理修繕」、「リフォーム」等の内容や結果は、「維持保全記録」からカテゴリ

ーを作成（例：半年点検、外壁修繕 等）、図書、書類、写真等を蓄積します。「住いのお手入れ・点検・ﾘﾌｫｰﾑ工

事記録」から蓄積した内容は、「図書・書類等」や「写真」等各々のボタンに連動、確認する事が出来ます。  

※「図書・書類等」や「写真」から蓄積すると、「住いのお手入れ・点検・ﾘﾌｫｰﾑ工事記録」には連動しませんので

ご注意ください。  
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「登録住宅の新規登録作業」は、初回

に蓄積したカテゴリーです。 

➐「登録が完了しました。」の表示を

確認。新規カテゴリーが作成。 

➑「住まいのお手入れ・点検・ﾘﾌｫｰﾑ

工事記録一覧」に戻り、新規カテゴリー

表示を確認。 

カテゴリー内容の編集は、「維持保全

記録編集」をクリック。90 日を経過後、

このボタンは消失し、編集不可能。 

カテゴリーの削除は、「維持保全記録

削除」をクリック。90 日を経過後、この

ボタンは消失し、削除不可能 

定期点検の「点検結果チェックシート」

や「報告書」等の蓄積は、「点検結果登

録」をクリック。 

 「図書・書類等」「写真」「建材・設備・家
具等」「打ち合わせ記録」の蓄積は、

「新規入力」をクリック。 

 リフォーム工事の補助金申請で、建築
士による審査が必要な際、「リフォーム

時審査」の「申請する」をクリック。 

 

➊「登録住宅選択」をクリック。 
➋「住まいのお手入れ・点検・ﾘﾌｫｰﾑ

工事記録」を蓄積する住宅を検索。 

➌「住まいのお手入れ・点検・ﾘﾌｫｰﾑ

工事記録」をクリック。 

➍「新規入力」から今回蓄積する内容

のカテゴリーを設定。 ➎入力後、「次へ」をクリック。 ➏内容を確認後、「登録」をクリック。 



 

 

 

 

①顧客データを出力 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

②出力後のデータ保存 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終わり 

 

 

 

 

 

エクセルが開き、登録している顧客情報が表

示されます。 

顧客管理等にご活用下さい！ 

 

 もしファイルの種類を変更せずに保存を押す
と、エラー表示が出るので、「いいえ」を押して、

ファイルの種類を「Excel ブック」へ変更し、保存

を押して下さい。 

登録しているお客様の情報は、Microsoft Excelに書き出すことができます。 

Excelに書き出したデータを加工し、顧客情報管理や、資料の作成にお役立て下さい！ 

➋次に、「ファイルの種類」を

「CSV」から「Excelブック」へ変更し

てください。 

 

➊「ファイル」→「名前を付けて保存」

をクリックし、ファイル名を入力。 

８、 顧客データの活用方法 
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➊「所有者基本情報一覧」を 

クリック 

➋左下に出るボタンをクリック 


